
＜追補＞ 

「ココデル虎の巻」 

追い込みパック（第三版）テキスト 
 

 

本冊子は、平成 28年 3月の『試験問題の作成に関する手引き』の『正誤表』発表に伴い、本書収載内容の補正情報をまとめたものです。 

 

※改訂内容については、厚生労働省 HP『試験問題作成に関する手引き（正誤表反映版）（平成 27年 4月）』『正誤表（平成 28年 3月）』も併せてご確認ください。 

 

※全般にわたる内容 

・DVD では、改訂内容を反映しておりません。改訂部分については、本追補の内容を学習してください。 

・ちょっとした表記の変更や漢字をひらがなにするなど、内容にそれほど関わらない部分は取り上げていません。 

・問題は過去問を使用していますので、「薬事法→法」等の修正はしていません。 

→解説は、必要に応じて「薬事法→医薬品医療機器等法」に修正しています。 

・今回改訂された内容で、本教材ではすでに対応している部分については取り上げていません。 

・本追補の修正（テキストボックス）では、改訂部分を赤字にしています。 
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第 1章 P6 

問５：削除 

削除：医薬品医療機器総合機構法の副作用の定義が、

「手引き」から削除されたため。 



 2 / 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 P26 

体内で最も大きい臓器→大きい臓器 
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第 2章 P27 

体内で最も大きな臓器→大きな臓器 
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第 3章 P88 

・スプレー式が多い 

 

に修正。 
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第 4章 P131 

ａ 食品安全基本法において、「食品」とは、すべての飲食物

（薬事法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品

を除く。）をいう。 

 

に修正。 
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第 4章 P132 

・食品…医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべ

ての飲食物をいう（食品安全基本法、食品衛生法） 

 

に修正。 

ａ 食品は、食品安全基本法及び食品衛生法の規定により、

「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲

食物をいう」と定義されている。 

 

に修正。 
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第 4章 P133 

消費者庁長官の許可等→内閣総理大臣の許可等 
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第 4章 P133 

・ 当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事

項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は

登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるよ

うにするために必要な措置を講じなければならない 

 

に修正。 
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第 5章 P164 

ａ 医薬品、医療機器又は再生医療等製品について緊急かつ

重大な注意喚起や使用制限などの情報伝達が必要な場合（予

期せぬ重大な副作用等）に配布されるものである。 

 

に修正。 
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第 5章 P165 

・ 医薬品又は医療機器について 

 ↓ 

・ 医薬品、医療機器又は再生医療等製品について 

・ 医薬品、医療機器等による重要な副作用、不具合等に関す

る情報を、厚生労働省がとりまとめ、広く医薬関係者向けに

提供 

 

に修正。（「原則・毎月」を削除） 
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第 5章 P168 

解説追加 

実務上は、法第６８条の１３第３項の規定により、報告書を

総合機構に提出することとされている 
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第 5章 P168 

解説追加 

法第６８条の１３第３項の規定による 


